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市
は
本
年
度
か
ら
の
３
年
間

で
、
現
在
認
定
し
て
い
る
市
道

を
再
編
成

(

見
直
し)

す
る
事

業
を
行
い
ま
す
。

合
併
前
の
旧
市
・
町
で
は
、

昭
和
54
年
か
ら
昭
和
60
年
に
か

け
て
、
市
道
・
町
道
の
再
編
成

を
し
て
い
ま
す
が
、
社
会
環
境

の
変
化
に
伴
っ
て
、
道
路
の
利

用
状
況
も
変
化
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
市
道
の
整
備
や

管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、

市
道
の
利
用
状
況
な
ど
を
調
査
・

確
認
し
、
統
一
し
た
道
路
網
の

再
編
成
を
行
い
ま
す
。

担
当
職
員
や
委
託
業
者
が
現

地
調
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
道
再
編
成
事
業
の

概
要認

定
市
道(

１
級
市
道
・

２
級
市
道
・
そ
の
他
市
道)

の

路
線
区
分
の
見
直
し
と
、
路
線

の
廃
止
を
行
い
ま
す
。

(

４
月
１
日
現
在
の
認
定
市
道

路
線
数
１
８
４
４
路
線
・
延
長

数
１
５
５
７
㎞)

再
編
路
線

認
定
市
道
の
う
ち
、
主
要
度
、

交
通
量
、
交
通
の
性
格
な
ど
を

精
査
し
、
幹
線(

１
級
・
２
級)

市
道
と
そ
の
他
市
道
を
選
定
し

ま
す
。
国
に
よ
る
幹
線
市
道
選

定
基
準
を
基
本
と
し
、
庄
原
市

の
地
域
性
を
考
慮
し
て
、
管
内

全
域
で
の
選
定
を
行
い
ま
す
。

●
１
級
市
道

市
道
の
う
ち
、

幹
線
的
な
道
路

●
２
級
市
道

１
級
市
道
を
補

完
す
る
、
幹
線
的
な
道
路

●
そ
の
他
市
道

１
級
、
２
級

市
道
を
除
く
一
般
的
な
道
路

廃
止
路
線

公
道
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、

一
般
交
通
の
用
途
に
利
用
さ
れ

て
い
な
い
道
路

認
定
市
道
以
外
の
路
線
に

つ
い
て
、
住
宅
地
化
な
ど
の
社

会
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
市
道

と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
道

路
を
新
規
に
認
定
し
ま
す
。

新
規
採
択
基
準

●
国
道
、
県
道
、
市
道
と
利
用

民
家
２
戸
以
上
を
結
び
、
生
活

道
路
と
し
て
唯
一
の
道
路

・
道
路
の
幅
員
は
４
㍍
以
上
、

道
路
延
長
は
50
㍍
以
上
で
あ
る

こ
と

・
道
路
の
敷
地
や
附
属
物
が
、

寄
附
な
ど
に
よ
り
市
に
所
有
権

が
移
転
で
き
る
も
の

な
ど

●
公
共
的
、
公
益
的
な
見
地
か

ら
歩
行
者
・
自
転
車
の
通
行
を

重
視
し
た
道
路
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